
仕 様 書 

 

１ 件  名 

学校給食室排水設備高圧洗浄 

 

２ 履行場所 

市立小学校（12校）、中学校（７校）、義務教育学校（１校） 

 

３ 履行期間 

令和８年７月１日から令和９年１月30日まで 

（前期） 令和８年７月１日から令和８年８月31日まで 

作業日程については、別途協議を行う。ただし、日曜日及び祝日は実施でき

ないものとする。 

 

（後期） 令和８年12月１日から令和９年１月30日まで 

作業日程については、別途協議を行う。ただし、日曜日及び祝日は実施でき

ないものとする。 

 

４ 業務内容 

給食室のグリストラップを含む排水設備（別紙「学校給食室排水設備配置図面」参照。）

を高圧洗浄により清掃するとともに、排水設備内の沈殿物や油脂を吸引車により吸い上げ、

産業廃棄物（汚泥）として収集運搬・処分をすること。 

なお、処分にあたっては、受注者又は受注者と業務提携する者の産業廃棄物処理施設ま

で運搬し、実施するものとする。 

受注者は、学校給食室からの産業廃棄物の処分に当たっては、施設利用者に危険を及ぼ

さないように特に注意しなければならない。 

 

５ 受注要件 

(１) 受注者に必要な免許資格は次のとおりとする。ただし、①の許可しか有していない

場合、②及び③を満たす許可を有する者と業務提携を行うこと。 

① 産業廃棄物収集運搬業 

・大阪府産業廃棄物収集運搬業許可 

・産業廃棄物の処分を行う産業廃棄物処理施設を管轄する都道府県知事（政令市に

あっては市長）の産業廃棄物収集運搬業許可 

② 産業廃棄物処分業 

   ・産業廃棄物の処分を行う産業廃棄物処理施設を管轄する都道府県知事（政令市に

あっては市長）の産業廃棄物処分業許可 

③ ①及び②の許可証において、以下の品目の許可を有していること。 

・汚泥 



受注者の担当業務と必要資格（○の許可が必要） 

必要資格 

受注者が収集運搬

業と処分業の両方

を行う場合 

受注者が収集運搬業のみを行う場合 

受注者 

（収集運搬業者） 

業務提携者 

（処分業者） 

産業廃棄物収集運搬業許可 ○ ○ － 

産業廃棄物処分業許可 ○ － ○ 

 

(２) 受注者は入札参加申請時に、速やかに前項に定める許可証の写し（ただし、契約期

間内に許可期限が切れる場合においては、更新後、速やかに許可証の写しを提出する

こと。）を発注者に提出すること。なお、受注者が収集運搬業のみを行う場合は、業務

提携書を提出すること。 

（３） 受注者は委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務完了報告書を作成

し提出すること。なお、報告書には産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出す

ること。収集・運搬業務については、それぞれ運搬区間に応じたマニフェスト B2票の

運搬完了報告を、処分業務についてはマニフェスト D、E票の処分完了通告を提出する

こと。 

 

６ 提出書類 

・業務完了報告書 

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し（B2票、D票、E票） 

 

７ 手数料の支払い 

(１) 完了払いとする。 

 (２) 業務提携により、業務を実施する場合の手数料の支払いについては、収集運搬業者

が処分業者の請求業務を代行し、収集運搬業者は、発注者が支払った手数料のうち、

処分業者の分を処分業者に支払うものとする。発注者の収集運搬業者に対する手数料

の支払完了と同時に、発注者の処分業者に対する支払いも完了するものとする。 

(３) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）に係る費用は手数料に含むものとする。 

 

８ 安全対策 

  受注者は、業務の実施に当たって次のとおり安全対策を措置するものとする。 

（１） 作業は安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、警備員を

配置すること。 

（２） 業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。 

（３） 作業中の事故防止に努めること。万が一、運搬・処分過程で事故（火災等）が発生し

た場合は、受注者の責任において解決を図ること。 

 

９ その他 

本仕様書に定めのない事項および疑義が生じたときは、その都度、発注者・受注者が協



議して定めるものとする。 

 

10 備考 

(１) 前期履行場所一覧 

 

小学校

（※） 

守口小学校（※）、庭窪小学校、八雲小学校、錦小学校、金田小学校、

梶小学校、藤田小学校、八雲東小学校、佐太小学校、よつば小学校、

さくら小学校、寺方南小学校 

中学校 第一中学校、八雲中学校、錦中学校、樟風中学校 

義務教育学

校 

さつき学園 

※ 守口小学校は仮設給食施設。 

 

(２) 後期履行場所一覧 

 

※ 後期は守口小学校は行わない。 

 

小学校 

庭窪小学校、八雲小学校、錦小学校、金田小学校、梶小学校、藤田小学

校、八雲東小学校、佐太小学校、よつば小学校、さくら小学校、寺方南

小学校 

中学校 庭窪中学校、梶中学校、大久保中学校、樟風中学校 

義務教育学

校 

さつき学園 


